
西東京市立小・中学校保護者の皆様へ 

 

     

 

 

 

西東京市立小・中学校特別支援教室では現在、小集団指導については 

拠点校に通う形で実施していますが、個別指導と同様に、令和６年度か 

ら小集団指導についても在籍校で受けられるよう予定しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

個別指導も小集団指導も在籍校で受けられるようにすることで、より通いやすい仕組みになるよう検討を進めています。 

 

＜特別支援教室の拠点校と巡回校＞ 拠点校に配置された巡回指導教員が、担当する学校を巡回して指導します。 

 拠 点 校 巡 回 校 

小

学

校 

保谷第一小学校 保谷第一小学校、碧山小学校、栄小学校、東小学校、住吉小学校 

谷戸小学校 田無小学校、谷戸小学校、中原小学校、谷戸第二小学校 

東伏見小学校 保谷小学校、保谷第二小学校、東伏見小学校、柳沢小学校、本町小学校 

けやき小学校 向台小学校、芝久保小学校、上向台小学校、けやき小学校 

中

学

校 

田無第二中学校 田無第一中学校、田無第二中学校、ひばりが丘中学校、田無第三中学校、田無第四中学校 

明保中学校 保谷中学校、青嵐中学校、柳沢中学校、明保中学校 

※拠点校と巡回校の組み合わせは令和６年度以降も変更ありません。 

特別支援教室 
在籍学級 

・通常の学級に在籍し、知的な発達に遅れがなく、通常の学級での学習におおむね参加でき、学習上・生活

上の困り感や社会性に関して、一部特別な指導を必要とするお子さんが対象となる教室です。 

・お子さんの得意なことや苦手なことへの気づきを通して、自信や意欲の向上、コミュニケーションや社会性の力

を伸ばす等の「自立活動」の指導を行うことで、小さな成功体験を積み重ね、一人ひとりが抱える困り感等を

改善・軽減していきます。 

・指導の仕方として、個別指導と小集団指導があります。 

・入室や指導の仕方については、保護者の方の意向を丁寧に聞き取りながら学校内で検討し、学校と教育

委員会の連携による判定委員会の判断で決めていきます。 

 

令和６年度から 特別支援教室の小集団指導が在籍校で 

受けられるようになる予定です 

の指導とは・・・ 

 

 

◆ 

特別支援教室

在籍学級の授業を週１回
数時間程度抜け、自立活
動の授業を受けに行きま
す。在籍学級

連携・情報共有

学級担任と巡回指導教員が連携・情報共有し、児童・生徒の在籍学級における困難さを把握し、その改善・軽減を目的とした指導を行います。 

 

指導の工夫 

学級担任 巡回指導教員 

自立活動の指導 

＜在籍校内＞ 



特別支援教室Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 何がどのように変わるのですか。 

Ａ１ 現在、特別支援教室の学びの一形態である小集団指導（現「Ｓ教室」「中学Ｓ教室」）については、学区で決

められた拠点校にお子さんが通う形で指導を行っています。令和６年度からは、お子さんが普段通っている学

校（在籍校）において小集団指導を受けられるよう、仕組みを改編することを検討しています。 

 

Ｑ２ どうして令和６年度から変わるのですか。 

Ａ２ 西東京市の特別支援教室は、小学校は平成 30年度から、中学校は令和３年度から市内全校で実施していま

す。開設から数年経過し特別支援教室が知られるようになって来たことから、小集団を組むグループ化が在籍

校でも行えるようになったため、来年度から改編するよう進めています。 

 

Ｑ３ 現在特別支援教室の小集団指導を受けています。もし来年度も通室することになった場合、今通い慣れてい

る拠点校に通い続けることはできますか。 

Ａ３ できます。お子さんが指導を受ける場所については、在籍校が基本ですが、現在お通いの拠点校の場所を希

望する場合はその意向を大切にしていきます。現在通室しているお子さんの保護者の方には、今後別途お知ら

せをする予定です。 

 

 

 

 

 

 

以下の予定で、令和６年度からの特別支援教室について説明会を行います。 

 開催日時（下記全て令和５年） 開催場所 

第１回 9/４（月）午後３時～４時 けやき小学校 

第２回 9/５（火）午後３時～４時 田無第二中学校 

第３回 9/６（水）午後３時～４時 明保中学校 

第４回 9/６（水）午後５時～６時 東伏見小学校 

第５回 9/８（金）午後３時～４時 保谷第一小学校 

第６回 9/８（金）午後５時～６時 谷戸小学校 

第７回 ９/９（土）午前 10 時～11 時 西東京市役所田無第二庁舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特別支援教室で行う指導に関すること：西東京市教育委員会教育指導課特別支援教育係 電話番号 042(420)2828 

②就学や進学、入学に関すること：西東京市教育委員会学務課学務係 電話番号 042(420)2824 

～特別支援教室保護者・市民向け説明会を開催します～ 

 

お問い合わせ 

＊ ＱＲコードからお申し込みの上、ご参加ください。事前にご質問等についてお受けし、 

説明会にてお答えして行きます。（申込みは各回の前日午後５時まで可） 

＊ 説明会は毎回同じ内容になります。学区による参加区分けはありませんので、 

可能な日時の回にご参加ください。 

＊ 保護者の方のみでのご参加をお願い致します（抱っこの乳児の同伴可）。 

＊ 学校開催の回(第１～６回)に参加の場合は、室内履き及び靴入れ袋をご持参ください。 

＊ 説明会に関するお問い合わせは下記①へ（学校への直接のお電話はお控えください）。 👆お申込みはコチラ 

  

～市公式ホームページにて、さらに詳しいＱ&Ａを掲載しておりますのでご覧ください～ 

「西東京市公式ホームページ > 子育て・教育 > 学校教育 > 学校教育のお知らせ」 

 


